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〒 千葉市中央区千葉港 千葉県身体障害者福祉協会内

・

千葉県中核地域生活支援センター事業について

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 事業の内容 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

１ 包括的相談支援事業

制度の狭間にある方、複合的な課題を抱えた方、制度や社会の変化から生じる新たな課題により生活不安を

抱えた方及び広域的な調整が必要な方等、地域で生きづらさを抱えた方を分野横断的に幅広く受け止めて、相

談支援を行います。

相談等に当たっては、潜在的な対象者の積極的な把握に努めるとともに、相談者のみならず、その家族等も

含めて課題の把握に努め、相談者に対する支援計画等を策定し、家庭や関係機関を訪問する等のさまざまな方

法により、相談者に必要な支援が提供されるように援助、調整等を行います。

２ 地域総合コーディネート事業

利用者に必要な支援を提供するため、行政をはじめとする公的機関、福祉・医療・司法・教育等の各分野の支

援者や支援機関、当事者グループなどの関係者や関係機関を調整するとともに、互いのネットワークの強化を

図ります。

また個別支援における課題を地域の課題として取り上げ、関係機関や関係者と問題意識を共有します。必要

な場合は、新たなサービスや社会資源の創出を促進して、誰もが安心して生活できる地域づくりに努めます。

３ 市町村等バックアップ事業

市町村や各相談支援機関が相談事例に対応するにあたって、市町村等からの求めに応じて、専門的かつ多

面的な視点に立った助言等の支援を行います。

４ 権利擁護事業

表面化している権利侵害のみならず、本人や家族等が認識していない権利侵害や権利を有しながらも必要な

支援を受けられていない場合についても、積極的な把握に努めます。

対応にあたっては、相談者の立場に立って、関係機関や関係者との円滑な連携のもとに、権利侵害の解消、

本人や家族のケア、再発防止策の策定及び各種制度の活用等により、本人や家族が地域で尊厳のある生活を

送ることができるように努めます。（最終面に県下のセンター一覧を掲載）       [出典：千葉県ホームページ]

千葉県では、独自の取組みとして、子ども、障害者、高齢者等、誰もがありのままに、その人らしく地域で暮ら

すことができる地域社会を実現するために、「中核地域生活支援センター」を健康福祉センターの所管区域ご

とに設置しています。「中核地域生活支援センター」では、制度の狭間や複合的な課題を抱えた方など地域で

生きづらさを抱えた方に対して、24時間 365日体制で、分野横断的に、包括的な相談支援・関係機関へのコ
ーディネート・権利擁護等、広域的で高度専門性をもった寄り添い支援を行います。
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千千葉葉県県中中核核地地域域支支援援セセンンタターー  一一覧覧  

中核地域生活支援センターは、子ども、障がい者、高齢者など誰もが、ありのままにその人らしく、地域で暮らす

ことができる地域社会を実現するために、県内 14箇所に設置されました。 

24時間 365日体制で福祉サービスのコーディネート・福祉の総合相談・権利擁護活動を行なっています。 

 

圏 域 名  称 所在地 電 話 ファックス 

習志野 まるっと 

〒275-0016 

習志野市津田沼 5-2-22 

ヴィラ習志野 301 

047-409-6161 047-409-6162 

市川 くらっち 
〒279-0002 

浦安市北栄 1-16-30 
047-318-9551 047-318-9520 

松戸 ほっとねっと 

〒270-0034 

松戸市新松戸 4-129 

関口第 5ビル 101号 
047-309-7677 047-309-7678 

野田 のだネット 
〒270-0235 

野田市尾崎 840-32 
04-7127-5366 04-7127-5367 

印旛 すけっと 

〒285-0837 

佐倉市王子台 1-14-12 

スズキノキビル 1階 

043-308-6325 043-460-9045 

香取 香取ＣＣＣ 
〒287-0002 

香取市北 3-2-13 
0478-50-1919 0478-50-1414 

海匝 海匝ネットワーク 
〒289-2516 

旭市ロの 838 
0479-60-2578 0479-60-2579 

山武 さんネット 
〒289-1345 

山武市津辺 171-1 
0475-77-7531 0475-77-7538 

長生 長生ひなた 
〒297-0073 

茂原市長尾 2694 
0475-22-7859 0475-22-7844 

夷隅 夷隅ひなた 
〒298-0004 

いすみ市大原 8927-2 
0470-60-9123 0470-60-9124 

安房 ひだまり 
〒294-0014 

館山市山本 1155 
0470-28-5667 0470-28-5668 

君津 君津ふくしネット 

〒293-0012 

富津市青木 2-6-14 

アーバンスモール秋山 101 

0439-27-1482 0439-88-1481 

市原 いちはら福祉ネット 
〒290-0074 

市原市東国分寺 3-10-15 
0436-23-5300 0436-23-5225 

 

 ※ 詳細につきましては、千葉県ホームページをご覧ください。 
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社会福祉法人 千葉県聴覚障害者協会

2025 年に世界規模のスポーツの祭典が日本で開催される

のをご存知でしょうか。『世界陸上』。そうですね、これは 9月に

開催ですね。

その 2か月後の 11月に耳が聞こえない・聞こえづらいデフアスリートが世界あちこちから日本に集結し

て、『東京 2025デフリンピック』が開催されます。

オリンピック・パラリンピックと同様に 4年ごとに開催されるので、本当に偶然なのですが、次回のデフリ

ンピックは 25 回目。開催年である 2025 年と数字が重なります。1 回目は 100 年前の 1924 年フランスの

パリ大会ですが、実はパラリンピックより先に開催されているのです。

オリンピックの競技に参加する選手は聴力が５５デシベル以上と規定されています。また、音が聞こえ

ない中で競技を行うため、スタートの合図や反則などはスタートランプやフラッグなど視覚情報で知らせま

す。大会進行状況や結果も手話と文字で伝えられます。大会期間中、試合のアナウンスはもとより、選手

同士のコミュニケーションも国際手話で行われます。

東京 2025デフリンピックは 2025年 11月 15日～26日の日程で 21競技、約 3,000名の参加を予定して

います。そんな大きな大会ですが、欧米などに比べると日本での認知度はまだ低く、16.3％にとどまって

います（2021年日本財団パラスポーツサポートセンター調べ）。

デフリンピックの認知度を高めることが大会の成功とデフアスリート支援に繋がります。千葉県聴覚障害

者協会においても千葉県手話通訳問題研究会、千葉県手話サークル連絡協議会と「2025 デフリンピック

気運醸成ちば委員会」を結成し、東京 2025デフリンピック気運醸成の取り組みを行っています。

・「みんなのデフリンピック」（デフスポーツ・デフリンピック普及啓発映画）上映会

・デフリンピックについて詳細を知ることができるパネルの貸し出し

・デフアスリートによる講演

・サイレント・ゲーム開催 等

「耳が聞こえない人と会ったことがない」

「耳が聞こえない人とどうやって話せばいいのかわからない」

「聞こえない状態でどうやってスポーツをするんだろう？」

まず、こんな疑問を持っていただくことが、相互理解への一歩です。東京 2025 デフリンピックを契機として、

誰もが取り残されない共生社会の実現を目指したいものです。

千葉県聴覚障害者協会 http://www.chibadeaf.or.jp/kikaku/index.html

東京 2025デフリンピック大会ポータルサイト https://www.deaflympics2025.com/

デフリンピックの公式ロゴマーク

千葉県障害者社会参加推進センターだより（第 号） 令和 年 月 日

一般社団法人 千葉県手をつなぐ育成会

共生社会の実現を目指して頑張っています！

２０２３年４月１日に千葉県社会福祉センターの新社屋が完成し、入居してから早くも一年になろうとし

ています。

当育成会は、知的障害児者に対する県民の皆様の理解の促進とともに、知的障害者とその家族の福

祉の増進に努め、共生社会の実現と福祉の向上を目的として活動を行っています。また、千葉県の委託

を受けて、障害者人権１１０番事業として障害者の方々の相談を行っています。

さらに、知的障がい児者・発達障がい児者へのサポ ート業務を行っている、（一社）千葉県なのはな知

的障害児者生活サポート協会と障害者の福祉分野で連携・協力しながら事業を推進しています。

ここでは、コロナ禍後の今年度事業の活動の一部を紹介いたします。

１，千葉県大会における講演活動

今年度は、各地区の育成会の皆様方の関心が高い、「親なきあと」

をテーマに、この問題に詳しい専門家をお招きして、大ホールに

おいて市町村の会員があつまり講演会を行いました。

２．レクリエーション活動

県下の本人と家族を対象に、九十九里片貝海岸で地曳網大会を行いました。

また、親子で楽しむ、葛西公園・皇居・東京タワーを巡る療育親子のバスの旅を

行いました。

３．権利擁護のための研修・啓発活動

各地区育成会・親の会が権利擁護活動の応援を行うためのキャラバン隊の活動研修や千葉県重度

の高度障害のある方への支援システムについての研修会を行いました。

〇事業内容等はお問い合わせください。   会員募集中！

電話 043‐242-6494    障害者人権１１０番事業： 043-246-2282

e-mail；info@chi-ikuseikai.com
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一般社団法人 千葉県手をつなぐ育成会

共生社会の実現を目指して頑張っています！

２０２３年４月１日に千葉県社会福祉センターの新社屋が完成し、入居してから早くも一年になろうとし

ています。
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ここでは、コロナ禍後の今年度事業の活動の一部を紹介いたします。

１，千葉県大会における講演活動

今年度は、各地区の育成会の皆様方の関心が高い、「親なきあと」

をテーマに、この問題に詳しい専門家をお招きして、大ホールに

おいて市町村の会員があつまり講演会を行いました。

２．レクリエーション活動

県下の本人と家族を対象に、九十九里片貝海岸で地曳網大会を行いました。

また、親子で楽しむ、葛西公園・皇居・東京タワーを巡る療育親子のバスの旅を

行いました。

３．権利擁護のための研修・啓発活動

各地区育成会・親の会が権利擁護活動の応援を行うためのキャラバン隊の活動研修や千葉県重度

の高度障害のある方への支援システムについての研修会を行いました。

〇事業内容等はお問い合わせください。   会員募集中！
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e-mail；info@chi-ikuseikai.com
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〒 千葉市中央区千葉港 千葉県身体障害者福祉協会内

・

千葉県中核地域生活支援センター事業について

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 事業の内容 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

１ 包括的相談支援事業

制度の狭間にある方、複合的な課題を抱えた方、制度や社会の変化から生じる新たな課題により生活不安を

抱えた方及び広域的な調整が必要な方等、地域で生きづらさを抱えた方を分野横断的に幅広く受け止めて、相

談支援を行います。

相談等に当たっては、潜在的な対象者の積極的な把握に努めるとともに、相談者のみならず、その家族等も

含めて課題の把握に努め、相談者に対する支援計画等を策定し、家庭や関係機関を訪問する等のさまざまな方

法により、相談者に必要な支援が提供されるように援助、調整等を行います。

２ 地域総合コーディネート事業

利用者に必要な支援を提供するため、行政をはじめとする公的機関、福祉・医療・司法・教育等の各分野の支

援者や支援機関、当事者グループなどの関係者や関係機関を調整するとともに、互いのネットワークの強化を

図ります。

また個別支援における課題を地域の課題として取り上げ、関係機関や関係者と問題意識を共有します。必要

な場合は、新たなサービスや社会資源の創出を促進して、誰もが安心して生活できる地域づくりに努めます。

３ 市町村等バックアップ事業

市町村や各相談支援機関が相談事例に対応するにあたって、市町村等からの求めに応じて、専門的かつ多

面的な視点に立った助言等の支援を行います。

４ 権利擁護事業

表面化している権利侵害のみならず、本人や家族等が認識していない権利侵害や権利を有しながらも必要な

支援を受けられていない場合についても、積極的な把握に努めます。

対応にあたっては、相談者の立場に立って、関係機関や関係者との円滑な連携のもとに、権利侵害の解消、

本人や家族のケア、再発防止策の策定及び各種制度の活用等により、本人や家族が地域で尊厳のある生活を

送ることができるように努めます。（最終面に県下のセンター一覧を掲載）       [出典：千葉県ホームページ]

千葉県では、独自の取組みとして、子ども、障害者、高齢者等、誰もがありのままに、その人らしく地域で暮ら

すことができる地域社会を実現するために、「中核地域生活支援センター」を健康福祉センターの所管区域ご

とに設置しています。「中核地域生活支援センター」では、制度の狭間や複合的な課題を抱えた方など地域で

生きづらさを抱えた方に対して、24時間 365日体制で、分野横断的に、包括的な相談支援・関係機関へのコ
ーディネート・権利擁護等、広域的で高度専門性をもった寄り添い支援を行います。

千葉県障害者社会参加推進センターだより（第 号） 令和 年 月 日

千千葉葉県県中中核核地地域域支支援援セセンンタターー  一一覧覧  

中核地域生活支援センターは、子ども、障がい者、高齢者など誰もが、ありのままにその人らしく、地域で暮らす

ことができる地域社会を実現するために、県内 14箇所に設置されました。 

24時間 365日体制で福祉サービスのコーディネート・福祉の総合相談・権利擁護活動を行なっています。 

 

圏 域 名  称 所在地 電 話 ファックス 

習志野 まるっと 

〒275-0016 

習志野市津田沼 5-2-22 

ヴィラ習志野 301 

047-409-6161 047-409-6162 

市川 くらっち 
〒279-0002 

浦安市北栄 1-16-30 
047-318-9551 047-318-9520 

松戸 ほっとねっと 

〒270-0034 

松戸市新松戸 4-129 

関口第 5ビル 101号 
047-309-7677 047-309-7678 

野田 のだネット 
〒270-0235 

野田市尾崎 840-32 
04-7127-5366 04-7127-5367 

印旛 すけっと 

〒285-0837 

佐倉市王子台 1-14-12 

スズキノキビル 1階 

043-308-6325 043-460-9045 

香取 香取ＣＣＣ 
〒287-0002 

香取市北 3-2-13 
0478-50-1919 0478-50-1414 

海匝 海匝ネットワーク 
〒289-2516 

旭市ロの 838 
0479-60-2578 0479-60-2579 

山武 さんネット 
〒289-1345 

山武市津辺 171-1 
0475-77-7531 0475-77-7538 

長生 長生ひなた 
〒297-0073 

茂原市長尾 2694 
0475-22-7859 0475-22-7844 

夷隅 夷隅ひなた 
〒298-0004 

いすみ市大原 8927-2 
0470-60-9123 0470-60-9124 

安房 ひだまり 
〒294-0014 

館山市山本 1155 
0470-28-5667 0470-28-5668 

君津 君津ふくしネット 

〒293-0012 

富津市青木 2-6-14 

アーバンスモール秋山 101 

0439-27-1482 0439-88-1481 

市原 いちはら福祉ネット 
〒290-0074 

市原市東国分寺 3-10-15 
0436-23-5300 0436-23-5225 

 

 ※ 詳細につきましては、千葉県ホームページをご覧ください。 
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